
 

 

○八千代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

制定 平成２８年 ８月２６日告示第１７３号  

改正 平成３０年 ７月１１日告示第１９９号  

改正 令和 ３年１０月 １日告示第２８９号  

 （趣旨）  

第１条 この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

（第３条において「総合事業」という。）の実施に関し，必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は，法，介護保険法施行規則（平成１

１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。），介護予防・日常生活

支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働

省告示第１９６号。）及び地域支援事業実施要綱（地域支援事業の実施につ

いて（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知

）で別紙として定められている要綱をいう。）（以下「国実施要綱」という。

）において使用する用語の例による。   

 （総合事業の種類） 

第３条 市は，総合事業として，次に掲げる事業を行うものとする。 

 ⑴ 第１号事業（次に掲げる事業に限る。） 

  ア 第１号訪問事業（旧介護予防訪問介護に相当するサービスを行う事業

に限る。以下同じ。） 

イ 第１号通所事業（次に掲げるサービスを行う事業に限る。） 

   (ア) 介護予防通所介護相当サービス（国実施要綱別記１に規定する旧介

護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。） 

(イ) 通所型短期集中予防サービス（国実施要綱別記１に規定する通所型

サービスＣをいう。以下同じ。） 

  ウ 第１号介護予防支援事業（介護予防支援に相当するサービスを行う事

業に限る。） 

 ⑵ 一般介護予防事業（法第１１５条の４５第１項第２号に掲げる事業をい



 

 

う。） 

 （総合事業の実施方法） 

第４条 市は，総合事業（第１号訪問事業及び第１号通所事業を除く。）を国

実施要綱別記１⑴ア(エ)①(a)から(ｃ)までに規定するいずれかの方法（一般介

護予防事業にあっては，国実施要綱別記１⑴ア (エ)①(a)，(ｂ)又は (ｄ)に規定

する方法）により実施するものとする。 

２  市は，総合事業のうち第１号訪問事業及び第１号通所事業（介護予

防通所介護相当サービスを行う事業に限る。）については，国実施要

綱別記１⑴ア (エ)① (ｃ)に規定する方法により実施するものとする。  

３  市は，総合事業のうち第１号通所事業（通所型短期集中予防サービ

スを行う事業に限る。）については，国実施要綱別記１⑴ア (エ)① (ｂ)

に規定する方法により実施するものとする。  

（第１号事業に要する費用の額） 

第５条 第１号事業（第１号訪問事業及び第１号通所事業（介護予防通所介護

相当サービスを行う事業に限る。）に限る。以下同じ。）に要する費用の額

は，別表に掲げる１単位の単価に国実施要綱別添１により算出される単位数

を乗じて算定するものとする。 

（第１号事業支給費の額） 

第６条 第１号事業支給費（第１号訪問事業又は第１号通所事業（介護予防通

所介護相当サービスを行う事業に限る。）に係るものに限る。以下同じ。）

の額は，前条の規定により第１号事業の事業ごとに算定した額（当該額が現

に当該事業に要した費用の額を超えるときは，当該事業に要した費用の額と

する。）に１００分の９０を乗じて得た額とする。  

 （第１号事業支給費に係る支給限度額） 

第７条 第１号事業支給費に係る支給限度額は，介護予防サービス費等に係る

支給限度額の例による。 

２ 前項の第１号事業支給費に係る支給限度額を算定する場合においては，施

行規則第１４０条の６２の４第２号に掲げる被保険者は，要介護認定等に係

る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚

生省令第５８号）第２条第１項第１号に掲げる要支援状態区分に該当する居



 

 

宅要支援被保険者とみなす。 

 （一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る第１号事業支給費の額） 

第８条 第１号被保険者であって市長が別に定めるところにより算定した所得

の額が法第５９条の２第１項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険

者等（次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。）が利用する第１号事

業に係る第１号事業支給費の支給について第６条を適用する場合においては，

同条中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の８０」とする。 

２ 第１号被保険者であって市長が別に定めるところにより算定した所得の額

が法第５９条の２第１項の政令で定める額を超える政令で定める額以上であ

る居宅要支援被保険者等が利用する第１号事業に係る第１号事業支給費の支

給について第６条を適用する場合においては，同条中「１００分の９０」と

あるのは，「１００分の７０」とする。 

（第１号事業支給費の額の特例）  

第９条 市が，災害その他特別の事情があることにより，第１号事業に必要な

費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等が利用する

第１号事業に係る第１号事業支給費の支給について第６条を適用する場合（

前条の規定により読み替えて適用する場合を除く。）においては，同条中「

１００分の９０」とあるのは，「１００分の９０を超え１００分の１００以

下の範囲内において市長が別に定める割合」とする。 

２ 市が，災害その他特別の事情があることにより，第１号事業に必要な費用

を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等が利用する第１

号事業に係る第１号事業支給費の支給について第６条を適用する場合（前条

第１項の規定により読み替えて適用する場合に限る。）においては，前条第

１項の規定により読み替えて適用する第５条中「１００分の８０」とあるの

は，「１００分の８０を超え１００分の１００以下の範囲内において市長が

別に定める割合」とする。 

３ 市が，災害その他特別の事情があることにより，第１号事業に必要な費用

を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等が利用する第１

号事業に係る第１号事業支給費の支給について第６条を適用する場合（前条

第２項の規定により読み替えて適用する場合に限る。）においては，前条第



 

 

２項の規定により読み替えて適用する第５条中「１００分の７０」とあるの

は，「１００分の７０を超え１００分の１００以下の範囲内において市長が

別に定める割合」とする。 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第１０条 市は，国実施要綱別記１⑴ア (コ)に定める高額介護予防サービス費相

当事業及び国実施要綱別記１⑴ア (サ)に定める高額医療合算介護予防サービス

費相当事業（次項において「高額介護予防サービス費等相当事業」という。

）を行うものとする。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件，支給額その他高額介護予

防サービス費等相当事業に関して必要な事項は，市長が別に定める。 

（指定事業者が第１号事業を行うに当たり従う基準） 

第１１条 指定事業者が第１号訪問事業を行うに当たり従う基準については，

旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の

例による。この場合において，旧指定介護予防サービス等基準第３７条第２

項中「２年間」とあるのは「５年間」とする。 

２ 指定事業者が第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービスを行う事業

に限る。）を行うに当たり従う基準については，旧指定介護予防サービス等

基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による。この場合におい

て，旧指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項中「２年間」とあるの

は「５年間」とする。 

（区域外の事業所に係る基準の特例） 

第１２条 前条の規定にかかわらず，指定事業者の指定に係る事業所が本市の

区域の外にあるものが第１号事業を行うに当たり従う基準については，当該

事業所の所在地の市町村（特別区を含む。）の要綱等で定めるところによる

ことができる。 

（指定事業者の指定の有効期間） 

第１３条 施行規則第１４０条の６３の７の市が定める期間は，６年とする。

ただし，市長は，必要があると認めるときは，この期間を短縮することがで

きる。 

（その他） 



 

 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則  

 この告示は，平成２８年１０月１日から施行する。  

   附 則（平成３０年告示第１９９号）  

 （施行期日）  

１ この告示は，平成３０年８月１日から施行する。ただし，別表の改正規定

は，公示の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この告示による改正後の第７条及び第８条の規定は，平成３０年８月１日

以後に行われる第１号事業支給費の支給について適用し，同日前に行われた

第１号事業支給費の支給については，なお従前の例による。  

附 則（令和３年告示第２８９号）  

この告示は，令和３年１０月１日から施行する。   



 

 

別表（第４条）  

区  分  １単位の単価                

第１号訪問事業 １０円に厚生労働大臣が定める１単位

の単価（平成２７年厚生労働省告示第

９３号。以下「単価告示」という。）

第１号の表の上欄に掲げる八千代市が

属する地域区分及び同表の中欄に掲げ

るサービス種類（訪問介護に限る。）

に応じ，同表の下欄に掲げる割合を乗

じて得た額                     

第１号通所事業（介護予防通所介

護相当サービスを行う事業に限

る。） 

１０円に単価告示第１号の表の上欄に

掲げる八千代市が属する地域区分及び

同表の中欄に掲げるサービス種類（通

所介護に限る。）に応じ，同表の下欄

に掲げる割合を乗じて得た額  

 

 


